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○
厚
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働
省
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第
八
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号

児
童
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祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
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る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
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の
規
定
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づ
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障
害
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日
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び
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会
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定
障
害
福
祉
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ー
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ス
等
及
び
基
準
該
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障
害
福
祉
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に
要
す
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費
用
の
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す
る
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の
一
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る
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よ
う
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る
。
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３ 同一の障害児について、同一の指定福祉型障害児入所施 ３ 同一の障害児について、同一の給付決定期間（法第24条

設に入所中１回を限度として加算する。 の３第６項に規定する給付決定期間をいう。以下同じ。）

中１回（さらに継続して自活訓練を行う必要があると認め

られる障害児にあっては、２回）を限度として加算する。

４～８ （略） ４～８ （略）

９ 小規模グループケア加算 240単位 ９ 小規模グループケア加算 240単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして

て都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設にお 都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において

いて、小規模なグループによるケアを行う必要があると都 、小規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県

道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合 が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合（当該障

（当該障害児を入所させるための設備等を有する建物にお 害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場

いて行う場合に限る。）に、当該障害児１人につき所定単 合に限る。）に、当該障害児１人につき所定単位数を加算す

位数を加算する。 る。

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし （新設）

て都道府県知事に届け出た障害児を入所させるための設備

等を有する建物（当該建物を設置しようとする者により設

置される当該建物以外の指定福祉型障害児入所施設であっ

て当該建物に対する支援機能を有するもの（以下この注２

において「本体施設」という。）との密接な連携を確保し

つつ、本体施設とは別の場所で運営される建物に限る。）

において、小規模なグループによるケアを行う必要がある

と都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った

場合（小規模グループケア加算が算定されている場合に限

る。）に、更に当該障害児１人につき308単位を所定単位

数に加算する。

10 福祉・介護職員処遇改善加算 10 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護

職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事 職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定福祉型障害児入所施設（国、独立行政法人国 に届け出た指定福祉型障害児入所施設（国、独立行政法人国

立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究セ 立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究セ

ンターが行う場合を除く。11において同じ。）が、障害児に ンターが行う場合を除く。11及び12において同じ。）が、障




